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(目  的 )

第 1条  秋 田 市 公 共 基 準 点 復 旧 測 量 作 業 実 施 要 領 は 、 都 市 再 生 街 区 基 本 調 査

作 業 規 程 (平 成 16年 9月 3日 国 国 地 第 333号 )第 二 条 第 二 号 に 規 定 す る

街 区 基 準 点 測 量 に よ り 設 置 さ れ た 街 区 三 角 点 及 び 街 区 多 角 点 (以 下 、 「公 共

基 準 点 」 と い う )の 復 旧 測 量 を 国 土 交 通 省 公 共 測 量 作 業 規 程 (平 成 14年 3

月 20日 )第 16条 に 規 定 す る 機 器 等 及 び 作 業 方 法 に 関 す る 特 例 に 基 づ い て

実 施 す る 場 合 の 作 業 方 法 を 規 定 す る こ と に よ り 、 そ の 規 格 の 統 一 を 図 る と

と も に 、測 量 成 果 の 標 準 化 お よ び 必 要 な 精 度 を 確 保 す る こ と を 目 的 と す る 。

(国 土 交 通 省 公 共 測 量 作 業 規 程 の 準 用 )

第 2条  本 実 施 要 領 に 規 定 す る も の 以 外 は 、 国 土 交 通 省 公 共 測 量 作 業 規 程 の

関 係 規 定 を 準 用 す る 。

(復 旧 測 量 の 方 法 )

第 3条  公 共 基 準 点 の 復 旧 測 量 作 業 は 、 再 設 法 に よ る 移 転 を 標 準 と す る 。 し

か し 、 場 合 に よ っ て は 、 偏 心 法 に よ る 移 転 で 行 う こ と が 効 率 的 で 有 利 な 場

合 も 考 え ら れ る た め 、 い ず れ の 方 法 が 一 番 状 況 に 適 し て い る か 、 工 事 施 行

者 等 と 公 共 基 準 点 管 理 者 で 調 整 す る も の と す る 。

(測 量 の 実 施 者 )

第 4条  復 旧 測 量 作 業 は 、 基 準 点 測 量 (基 本 測 量 及 び 公 共 測 量 )又 は 公 共 基

準 点 測 量 を 行 っ た こ と の あ る 測 量 業 者 が 実 施 す る も の と す る 。
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第 2章  復 旧 測 量 作 業

(基 準 点 の 撤 去 )

第 5条  公 共 基 準 点 の 金 属 標 は 再 利 用 す る も の と し 、 破 損 し な い よ う に 周 囲

を 掘 削 し 金 属 標 を 取 り 出 す も の と す る 。 な お 、 金 属 標 を 破 損 し た 場 合 や 再

利 用 が 不 可 能 な 場 合 は 、 公 共 基 準 点 管 理 者 ま で 連 絡 す る も の と す る 。

(基 準 点 の 埋 設 )

第 6条  公 共 基 準 点 の 埋 設 は 、 公 共 基 準 点 測 量 記 載 例 に 示 さ れ た 埋 設 方 法 を

標 準 と す る が 、 公 共 基 準 点 管 理 者 の 許 可 を 受 け 、 新 点 位 置 の 状 況 (再 設 の

場 合 は 再 設 の 位 置 の 状 況 )に 最 も 適 合 し た 方 法 で 行 う も の と す る 。

(機  器 )

第 7条  観 測 に 用 い る こ と の で き る 測 量 器 械 は 、 トー タ ル ス テ ー シ ョ ン 、GPS

測 量 機 、 レ ベ ル 等 と し 、 そ の 性 能 に つ い て は 、 運 用 基 準 お よ び 別 表 に 示 さ

れ た 性 能 以 上 の も の を 使 用 し な け れ ば な ら な い も の と す る 。

(再 設 法 に よ る 移 転 の 実 施 )

第 8条  公 共 基 準 点 を 再 設 法 に よ り移 転 す る 場 合 の 測 量 は 、 次 の 各 号 の 定 め

る 他 都 市 再 生 街 区 基 本 調 査 作 業 規 程 運 用 基 準 お よ び 同 別 表 (以 下 、 「運 用 基

準 及 び 別 表 」 と い う )を 準 用 す る も の と す る 。

(1)既 知 点 と し て 使 用 す る 基 準 点 は 、 次 の と お り と す る 。

(2)作 業 方 法 は 次 表 の と お り と す る 。
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作 業 区 分 街 区 三 角 点 街 区 多 角 点
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( 3 )測 量 作 業 の 内 容 が 分 か る よ う に 、 「復 旧 演J量 作 業 略 図 (再 設 法 )」 (記 載

例 1)を 作 成 す る 。

(偏 心 法 に よ る 移 転 の 実 施 )

第 9条  公 共 基 準 点 を 偏 心 法 に よ り移 転 す る 場 合 の 測 量 は 、 次 の 各 号 の 定 め

に よ り行 う も の と す る 。

(1)旧 点 、 新 点 で 測 量 を 行 う も の と す る 。

1日点 を 測 量 後 に 撤 去 し て 新 点 に 利 用 す る 場 合 は 、 新 点 位 置 に 鋲 (一 時 標

識 )を 設 置 す る 必 要 が あ る 。 ま た 、 測 量 の 前 に 撤 去 や 再 埋 設 を 行 う場 合

に は 、 旧 点 の 中 心 位 置 に 鋲 (一 時 標 識 )を 設 置 す る 必 要 が あ る 。 な お 、

新 た に 金 属 標 を 準 備 で き る 場 合 に は 、 新 点 位 置 に あ ら か じ め 金 属 標 を 設

置 し た 後 に 測 量 を 行 い 、 そ の 後 、 旧 点 の 金 属 標 を 撤 去 す る 方 法 も 可 能 で

あ る 。

(2)作 業 方 法 は 次 表 の と お り と す る 。

作 業 区 分 街 区 三 角 点 街 区 多 角 点

移 転 距 離 100 m以 内 を 標 準

視 通 確 保
新 点 で は 、原 則 と し て 、既 知 点 と し た 基 準 点 又 は 隣 接 す る 公

共 基 準 点 に つ い て 、 1方 向 の 視 通 を 確 保 す る

(3)作 業 内 容 が 分 か る よ う に 、 復 旧 測 量 作 業 略 図 (偏 心 法  GP S・ トー

タ ル ス テ ー シ ョ ン )を 作 成 す る 。
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(4)測 量 は 、 次 に よ り行 う。

① 観 測 は 次 表 の とお り とす る。

② 測 量 機 器 高 、 目標 高 等 は 、 金 属 標 等 上 面 か ら cm単 位 で 測 定 す る。

③ GPS測 量 機 を 用 い た観 測 値 の 点 検 は 、 1セ ッシ ョン連 続 観 測 時 間 の 前

半 2分 の 1と 後 半 2分 の 1の デ ー タ を使 用 して 基 線 解 析 を そ れ ぞ れ 低 い

基 線 ベ ク トル の 各 成 分 の 較 差 を 点 検 す る。 許 容 範 囲 は 、 基 繰 ベ ク トル の

各 成 分 20mm以 内 とす る。
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第 3章  計 算 ・整 理

(復 旧 測 量 作 業 の 計 算 )

第 10条  公 共 基 準 点 を 移 転 し た と き 等 の 計 算 は 、次 の 各 号 の 定 め に よ り 行 う

も の と す る 。

(1)測 量 成 果 を 求 め る た め の 計 算 は 、地 籍 調 査 作 業 規 程 準 則 お よ び 同 運 用

基 準 の 別 記 の 計 算 式 を 準 用 す る 。

(2)座 標 差 に よ る 方 向 角 及 び 基 準 面 上 の 距 離 の 計 算 は 、原 則 と し て 視 通 を

確 保 し た 方 向 に つ い て 行 う も の と す る 。

(復 旧 測 量 作 業 の 整 理 )

第 11条  復 旧 測 量 作 業 の 整 理 は 、 次 の 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ り 行 う も の

と す る 。

(1)復 旧 測 量 作 業 を 行 つ た 場 合 は 、 復 旧 測 量 作 業 lla図 (1 / 2 , 5 0 0ま た は

1/ 5 , 0 0 0 :記 載 例 1、 2)、 手 簿 、 記 簿 、 計 算 簿 、 成 果 表 、 点 の 記 、 新 旧

位 置 明 細 書 お よ び 承 諾 書 に 区 分 し て 整 理 を 行 う も の と す る 。

た だ し 、 再 設 法 で 1日位 置 に 埋 設 し た 場 合 は 、 新 旧 位 置 明 細 書 お よ び 承

諾 書 は 省 略 で き る も の と す る 。

な お 、 成 果 品 は 、 都 市 再 生 街 区 基 本 調 査 に お け る 電 子 納 品 要 領 に 定 め 、

る 方 法 に よ り 作 成 す る も の と す る 。

(2)成 果 表 お よ び 点 の 記 は 、 公 共 基 準 点 測 量 作 業 記 載 例 に よ り 作 成 す る 。

(3)点 の 記 の 備 考 欄 に は 、 復 旧 測 量 作 業 の 年 月 日 と 作 業 内 容 を 記 録 す る 。

(例 :年 月 日移 転 (再 設 法 )、 年 月 日移 転 (偏 心 法 )等 )

( 4 ) ( 1 )項 で 整 理 し た 成 果 品 に 成 果 表 お よ び 点 の 記 の 写 し 各 1部 を ま と め

て 表 紙 を 付 け て 、 公 共 基 準 点 復 旧 測 量 作 業 測 量 簿 (様 式 第 1号 )を 作 成

す る も の と す る 。表 紙 に は 、例 に 倣 っ て 必 要 事 項 を 記 載 す る も の と す る 。

(測 量 記 録 及 び 成 果 の 点 検 )

第 12条  前 条 第 (1)項 で 整 理 し た 成 果 は 、 検 定 技 術 を 有 す る 第 二 者 機 関 に よ
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第

る 検 定 を 受 け る も の と す る 。

(測 量 成 果 の 提 出 )

13条  復 旧 測 量 作 業 報 告 書 、公 共 基 準 点 復 旧 測 量 作 業 測 量 簿 、復 旧 測 量 作

業 llB図、 成 果 表 、 点 の 記 、 新 旧 位 置 明 細 書 お よ び 承 諾 書 は 、 帯 び 符 で ま と

め 、 測 量 成 果 目録 (様 式 第 2号 )と と も に 公 共 基 準 点 管 理 者 に 提 出 す る も

の と す る 。

(公 共 測 量 の 手 続 き )

14条  公 共 基 準 点 の 復 旧 測 量 を 行 う場 合 は 、測 量 法 (昭 和 24年 法 律 第 188

号 。 以 下 「法 」 と い う)に 基 づ き 公 共 測 量 の 手 続 き を 行 う も の と す る 。

2 公 共 測 量 の 手 続 き は 、 公 共 測 量 実 施 前 に は 、 実 施 計 画 書 の 提 出 (法 第

36条  参 考 資 料 3)、 測 量 標 の 使 用 (法 第 26条  参 考 資 料 2)・ 測 量 成

果 の 使 用 (法 30条  参 考 資 料 2)の 承 認 申 請 及 び 公 共 測 量 実 施 の 通 知

(法 14条 ・法 39条  参 考 資 料 4)の 手 続 き を 行 う も の と す る 。 公 共

測 量 終 了 後 に は 、 公 共 測 量 終 了 の 通 知 (法 14条 ・法 39条  参 考 資 料

5)、 測 量 標 設 置 の 通 知 (法 21条 ・法 37条 ・法 39条  参 考 資 料 6・

7)、 測 量 成 果 の 提 出 (法 40条  参 考 資 料 8)お よ び 測 量 標 の 移 転 ・撤

去 及 び 廃 棄 (法 23条 ・法 39条  参 考 資 料 9)の 手 続 き を 行 う も の と、

す る 。

附 則  こ の 要 領 は 平 成 19年 10月 1日 よ り施 行 す る 。

第
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